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米国における高レベル放射性廃棄物の処分と問題点
一わが国の最終処分場建設地決定過程への示唆一

永野秀雄

Cnnton）が、再び方針を転換し、使用済核燃料

の再処理を禁止した。さらに、2001年に共和党

のブッシュ大統領（PresidentGeorgeWalker

Bush）が政権をとると、高レベル放射性廃棄物

の最終処分地としてユッカ・マウンテン（Yucca

Mountajn）での貯蔵が確定される一方で、先進

燃料サイクル研究の研究が活発化した。これは、

国内に蓄積された高レベル放射性廃棄物の処分

が、ユッカ・マウンテンだけでは2030年頃に飽

和してしまい、第２の処分場を選定・建設しな

ければならないという困難な課題に対処するた

めであった。

そして、ついに、2006年２月になると、連邦

エネルギー省のポドマン長官（Secretaryof

EnergySamuelWBodman）が、米国が使用済

核燃料の再処理を再開するばかりでなく、濃縮

技術・再処理技術を放棄した発展途上国へ核

燃料を提供し、また、回収することを目的とし

た国際協力計画「グローバル核エネルギー・パ

ートナーシップ（GlobalNuclearEnergyPartne形
Ship)」を発表した!)。

このような米国の政策の変化には、核兵器不

拡散条約（NPT）をはじめとする核不拡散を目

的とする外交・防衛戦略と、国内に蓄積された

放射性廃棄物をいかに処理するかという国内政

策の双方が影響している。このうち、前者の外

交防衛戦略の観点については、本書に掲載され

た他の論文が記述している。このため、本稿は、

後者の米国内において蓄積された放射性廃棄物、

特に、最終的には地層処分を行うしかない高レ

ベル放射性廃棄物が、どのように処理されるこ

とになり、また、どのような法的問題を引き起

こしてきたのかを概観する。そして、わが国で

も、現実的にこの問題に直面することから、米

Ｉはじめに

米国が、原子力計画を開始したのは、第２次

世界大戦中のことであり、原爆製造を目的とし

たマンハッタン計画からである。戦後も、冷戦

を背景に、核兵器の増産は続けられた。また、

原子力潜水艦を始め、原子動力で駆動する兵器

も多く作られた。その一方、1953年になると、

アイゼンハワー大統領（PresidentDwightDavid

Eisenhower）が原子力平和利用計画（Atomsfbr

Peace）を公表し、1957年から、多くの原子力発

電所が建設されてきた。

このような原子力利用を行えば、当然のこと

ながら、放射性廃棄物が生じ、その処分の方法

が問題となる。当初、米国政府は再処理による

利用を考えており、実際に再処理も行われてい

た。しかし、1970年代に原子炉のプルトニウム

が原爆製造に利用できることが明らかになり、

さらに、1974年にインドが核実験を行ったこと

で、米国の再処理政策は、再処理による利用か

ら、核拡散防止を達成するために直接処分へと

変更された。この方針は、1977年に、カーター

大統領（PresidentJamesEallCarterJr.）が、

商業用の使用済核燃料の再処理を禁止する政策

として発表された。

この放射性廃棄物を直接処分するという方針

は、1980年代からゆらぎはじめる。まず、１９８１

年に、レーガン大統領（PresidentRonaldWnson

Reagan）による共和党政権が誕生すると、使用

済核燃料の再処理の禁止政策が撤回された。ま

た、高レベル放射性廃棄物処分政策が公表され

るとともに、クローズド・サイクルの研究も開

始された。しかし、1983年に民主党のクリント

ン大統領（PresidentWilliamJeffersqn“Bill'Ⅲ
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国の事例を分析することで、わが国への示唆す

るところを明らかにしたい。

このため、以下では、まず、①米国における

高レベル放射性廃棄物処理に関する政策と法に

ついて、特に問題となった最終処分地決定に至

る過程に焦点を当てて分析し、②高レベル放射

性廃棄物の貯蔵に関して多発している訴訟につ

いて、どのような訴訟が起きているのかを大ま

かに解説し、③わが国にとって参考となる点を

明らかにしたい2)。

なお、米国における放射性廃棄物に関する問

題は、これにとどまるわけではない。本稿では、

①現在の科学技術で、現実的な保管対応が可能

であると考えられる低レベル放射性廃棄物に関

する処分3)、②TRU廃棄物（超ウラン元素に汚

染された廃棄物）に関する処分⑪、③米国にお

ける核兵器製造およびその処分に起因する環境

汚染浄化問題とこれに関連する訴訟5)、④米国

における核兵器製造およびその処分に起因する

人身損害に関する問題と訴訟`)については記述

を省略したが、興味のある方は、注に挙げた参

考文献をご覧頂きたい。

制度を整えた。この法律では、原子力エネルギ

ー法と同様に、連邦政府が、高レベル放射性廃

棄物の永久的処理に関して責任を負うものと規

定している12)。

その一方、原子力発電などを行う原子力施設

の運営者は、使用済核燃料に含まれる高レベル

放射性廃棄物が最終的に連邦政府により引き取

られるまで、このような使用済核燃料を、中間

的に貯蔵する責任を負うものとされた'３１゜

（２）高レベル放射性廃棄物の最終的処分方法

問題は、連邦政府が、高レベル放射性廃棄物

を、どのように最終処分するかである。当初、

連邦議会は、使用済核燃料そのものを処分する

のではなく、再処理した廃棄物を処理するとい

うアプローチを考えていた'４１。このため、この

法律の最初の法案においては、再処理した廃棄

物をガラス化したものを技術上のバリアーで隔

離するという方法が考えられていた１５)。

しかし、連邦エネルギー省は、この方式に対

して、たとえ再処理されたものであっても、高

エネルギー放射性廃棄物の処理を、技術上のバ

リアーを主体として管理するのは、安全上の観

点から不適切であり、地質学的な隔離が必要で

あると反対していた!`)。

法案策定過程において、この法案を中心的に

審議した複数の委員会は、商業的に利用された

後の放射性廃棄物を再処理しないで最終保管す

るという方針に転換するとともに、このような

再処理がなされていない放射性廃棄物の危険性

が非常に高いものであると認識するに至った'７)。

なぜなら、このような再処理がなされていない

放射性廃棄物の危険性がなくなるためには、「少

なくとも24万５千年は、隔離する」必要がある

ためである18)。

このような長期間にわって安全に放射性廃棄

物を保存するためには、技術上のバリアーだけ

に依存することは危険であり、岩石等による地

質学的な隔離が必要であることが明らかである１，)。

このため、連邦議会は、放射性廃棄物政策法に

おいて、放射性廃棄物処理に関して、地下の強

固な岩盤を用いて地質学的隔離を行うこととし、

これと合わせて、容器による封じ込めを含めた

技術的隔離も行うことにした201。

Ⅱ高レベル放射性廃棄物処理に関する政

策と法

１．１９５４年原子力エネルギー法

米国連邦政府は、1954年に、原子力エネルギ

ー法（AEA)?)が制定されると、原子炉の私的利

用と所有に関する初めての許可を出した8)。原

子力発電の始まりである。

この法律では、原子力の商業利用から生じた

高レベル放射性廃棄物の処理について、連邦政

府が責任を負うと定めている，)。この法律が制

定された当時は、使用済核燃料は、安全にリサ

イクルし、処理することが可能であると考えら

れていたIC)。

２．１９８２年放射性廃棄物政策法

（１）放射性廃棄物政策法の制定

連邦議会は、1982年に放射性廃棄物政策法

(NuclearWastePolicyAct)､)を成立させ、使用

済核燃料の保存に関する問題に対処するための
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このように、地質学的な特性を用いて放射性

廃棄物を貯蔵するべきであるとする考えは、２つ

の研究成果により確立されたものであった。そ

の第１は、1957年に米国科学アカデミー（NAS）

によるもので、人の健康や安全、および環境を

保護する最善の策は、放射性廃棄物を岩盤状の

地質の地下深くに埋めて、人間や他の環境から

永久に隔絶することであるとする包括的な研究

報告を出している２１)。

第２の研究成果は、1980年にカーター大統領

が、連邦エネルギー省に対して、高レベル放射

性廃棄物の永久処分を行うために、環境影響表

明書（EIS）を作成するように命じた結果、公表

されたものである22)。この連邦エネルギー省に

よる環境影響表明書では、２段構えの隔離方法

が提示されていた。すなわち、まず、核分裂に

よる生成物が起きる期間（inteImediate-livedfis

sionproductsdecay）については、放射性廃棄

物を完全に封じ込めるために設計された技術上

のバリアーにより、千年間の保存に備える鋼)。そ

して、地層処分によって、人間が活動する環境

に決して到達することがないように、長期的保

存を図るというものである別)。この表明書では、

この複合的システムによれば、放射性廃棄物を

25万年から50万年は安全に保存できるとされて

いた25)。

（３）最終的地下貯蔵施設の候補地選定手続

連邦政府は、放射性廃棄物政策法において、

使用済核燃料と高レベル放射性廃棄物の処理を、

地下の岩盤状の地質に設置される貯蔵施設にお

いて最終処分する義務を負うことになった261。し

かしながら、広大な領土をもつ米国にあっても、

このような貯蔵に適した場所は、限られてくる。

そこで、最終処分を行う地下貯蔵施設の候補

地をどのように決定するかについてあらかじめ

決めておく必要がある。また、連邦政府が、候

補地となった州等との間で、地下貯蔵施設の建

設について合意できればよいが、合意が得られ

なかった場合に対処するための手続を確保して

おく必要がある。以下、この２つの手続につい

て、見ておくことにする。

（ｉ）行政機関による役割分担

放射性廃棄物政策法は、この地下貯蔵施設の

選定・評価等について、３つの行政機関に対し

て、その役割を分担させる仕組みを採用した。

まず、この地下貯蔵施設の候補地を評価し、

推薦し、その後、当該施設を建設、運営する役

割を連邦エネルギー省に付与している271。この

連邦エネルギー省による候補地選定の手続は、３

段階に分けられていた.まず、エネルギー省長

官が、放射性廃棄物政策法の定める基準に従っ

て、どの場所が潜在的な候補地となるかを評価

する。その上で、最初の地下貯蔵施設となりえ

る候補地をさらに調査するために、少なくとも、

５つの候補地を選定した上で、大統領に推薦す

る28)。そして、最終的には、1985年１月１日ま

でに、大統領に、さらに絞り込んだ３つの候補

地を推薦した上で、より詳細な建設候補地の特

徴を研究する段階に進むこととされた")。

第２の役割を担うのが、原子力規制委員会

(NRC）である。同委員会は、建設候補地が、最

終的に決定された後、法令の定める基準に基づ

いて、このような貯蔵施設の建設許可を与える

か否かを審査・決定する権限が与えられた301。ま

た、原子力規制委員会は、建設許可申請が承認

され、建設が開始された後にも、連邦エネルギ

ー省に対して、当該貯蔵施設への廃棄物の受け

入れを認めるライセンスを発行する権限と、廃

棄物受け入れ後、最終的にこの貯蔵施設を閉鎖

することを認めるライセンスの発行権限を持っ

ている3D。

そして、最後の第３の行政機関が、連邦環境

保護庁（EPA）である。連邦環境保護庁には、こ

れらの貯蔵施設に適用される放射能排出基準を

設定する役割が与えられた32)。

（ii）候補地選定に関する連邦政府と州との調

整手続

連邦政府が、最終処分地の候補地となった州

等との間で、地下貯蔵施設の建設について合意

できれば、問題はない。しかし、州等が、これ

に強く反対する可能性も、当然のことながら予

想できる。このため、放射性廃棄物政策法にお

いては、この調整手続が規定されている33)。以

下、この手続を概観する。

まず、連邦エネルギー省長官は、地下貯蔵施

設の候補地となった州の知事と議会または、こ
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の候補地が自らの居留地内にあるインディアン

部族の統治機関に対して、大統領に推薦を行う

より少なくとも30日前までに、その旨の通知を

行う鋤)。インディアン部族は、その居留地にお

いて一定の自治権を有しており、連邦政府との

関係は、条約で規定されているので、州政府に

対するものと同様の手続が必要となるのである。

大統領は、エネルギー省長官による推薦を許諾

する場合、同候補地の推薦を、連邦議会に通知

する35)。ここまでが、連邦行政機関による手続

である。

次に、この手続は、当該候補地となった州の

知事と議会、または、当該候補地が自らの居留

地に存在しているインディアン部族の統治機関

が、これを承認するかしないかを決定する手続

に移る蕊)。

大統領が連邦議会への推薦を行ったのち、こ

れらの州やインディアン部族の統治機関により、

60日以内に不承認の通知が提出されない限り、

この大統領による推薦は、とりあえず有効なも

のとして取り扱われる371。しかし、州やインデ

ィアン部族により不承認の通知が提出された場

合には、当該通知の提出後の連邦議会の継続会

期の最初の90日以内に、連邦議会がこの候補地

を承認の決議を成立させない限り、承認されな

いことになる38)。このように、地下貯蔵施設の

候補地に関する最終決定は、連邦議会に委ねら

れている。

(SwisherCounty、層状岩塩)、ユタ州のデイビ

ス・キャニオン（DavisCanyon、層状岩塩）と

ラベンダー・キャニオン（LavenderCanyon、層

状岩塩)、ワシントン州のハンフォード施設

(HanfOrdSite、玄武岩層）である組)。

連邦エネルギー省長官には、これらの候補地

について、環境影響評価を行なう義務が課され

ていた41)。この環境影響評価は、1984年に、９つ

の候補地すべてに対して実施されたｲ２１．同長官

は、この後、これらの９つの候補地の中から、３

つの候補地を選択して、大統領に推薦する義務

を負っている⑥。この３候補地の選定手続は、後

で述べることにする。

（２）一般ガイドラインと特定候補地ガイドラ

インの作成手続

放射性廃棄物政策法は、連邦エネルギー省に、

施設候補地の選択のために、「その主たる基準と

なる詳細な地質的条件を特定する」ためのガイ

ドラインを確立するように求めている")。具体

的には、人の健康や水資源への影響、放射性廃

棄物を当該貯蔵施設に運送する場合の輸送方法

やその安全性等を考慮するために、連邦エネル

ギー省長官が、環境基準諮問委員会（Councilof

EnvironmentalQuality)、連邦環境保護庁長官、

および連邦地質調査局長官と協議して、このガ

イドラインを策定することとされていた⑤。

1984年12月、連邦エネルギー省は、候補地の

選定に関する一般的ガイドラインを公表した４６)。

そして、1996年には、この一般的ガイドライン

を改正した特定候補地ガイドラインを公表して

いる灯)。

（３）軍事高レペル放射性廃棄物の受け入れ

放射性廃棄物政策法は、最終処分を行う地下

貯蔵施設に貯蔵しうる高レベル放射性廃棄物の

総量を、７万メートル・トンに設定している４８１゜

この地下貯蔵施設は、これまでみたとおり、商

業用の使用済核燃料を受け入れることを目的と

していた。

しかし、1985年、レーガン大統領は、連邦エ

ネルギー省長官であったジョン・ヘリントン

OohnSHerrington）に対して、軍事高レベル

放射性廃棄物（defensehighlevelradioactive

waste）のためだけに貯蔵施設を建設しなければ

３．最終的地下貯蔵施設の候補地選定手続の流

れ

（１）９つの候補地の選定

1983年、連邦エネルギー省は、１０年におよぶ

情報収集の後、放射性廃棄物の地下貯蔵施設の

候補地として、６つの州における９つの候補地

を選定した39)。これらの候補地とは、ルイジア

ナ州のバチェリー・ドーム（Vacheriedome、岩

塩ドーム)、ミシシッピー州のサイプレス・ドー

ム（Cypressdome、岩塩ドーム）とリッチト

ン・ドーム（Richtondome、岩塩ドーム)、ネバ

ダ州のユッカ・マウンテン（YuccaMountain、

凝灰岩)、テキサス州のデフ・スミス郡（Deaf

SmithCounty、層状岩塩）とスウィッシャー郡

Hosei University Repository



５ 

ならない根拠は存在しないとして、連邦エネル

ギー省に、放射性廃棄物政策法が定める商業用

貯蔵施設に、軍事高レベル放射性廃棄物も貯蔵

できるようにするように命じたのである４，)。

レーガン大統領がこのように命じることので

きた根拠は、放射性廃棄物政策法において、大

統領は、1983年１月７日から２年以内に、原子

力防衛活動から生じた高レベル放射性廃棄物の

処分について評価しなければならない義務を負

っており50)、この評価の結果、このような軍事

活動から生じた高レベル放射性廃棄物だけを対

象とする貯蔵施設を建設しなければならない根

拠が必要であると結論付けない場合には、連邦

エネルギー省長官は、即座に、ひとつ以上の貯

蔵施設をこのような廃棄物のために用いるため

の準備に取り掛からなければならないとされて

いたことにあった51)。

（４）最終的な３候補地の選定

1986年、連邦エネルギー省長官は、放射性廃

棄物政策法が定めたタイムテーブルに従って、

大統領に対して、詳細な調査を行う地下貯蔵施

設の建設候補地として、ネバダ州のユッカ・マ

ウンテン、テキサス州のデフ・スミス郡、ワシ

ントン州のハンフォード施設の３箇所を推薦し、

大統領もこれを承認した52)。

なお、これら３箇所の第１貯蔵施設候補地の調

査には、多額の費用を要することから、連邦議

会は、第２貯蔵施設に関するすべての業務を延

期するとともに、これらの３つの施設建設候補

地の特性を、すべて明らかにする必要性がある

か否かについて、再評価するとの決定を下して

いる卸。

（５）1987年放射性廃棄物政策法改正法

1987年になると、連邦エネルギー省が推薦し

た３つの貯蔵施設候補地に関する詳細な調査を

行う費用の積算が上昇したことを受けて、連邦

議会は、放射性廃棄物政策法を改正し、ユッカ・

マウンテンのみを詳細な調査を行う貯蔵施設候

補地として規定しなおした卸。

しかしながら、連邦議会は、このような形で

ユッカ・マウンテンのみを詳細な調査を行う対

象地としたことで、その安全性に関する基準を

変更したり、緩めたわけではなく、引続き、従

来からの評価基準が適用されることになってい

た鴎)。この改正に伴い、連邦エネルギー省は、「現

地特性調査計画（SiteCharacterizationPlan)」

を公表したが、この計画では、1987年改正が、

地下貯蔵施設の評価基準になんらの変更をもた

らすものではないことが強調されていた鉛)。事

実、連邦エネルギー省は、地下貯蔵施設の安全

性は、自然的環境に完全にリンクするものであ

り、その地層処分のための地質学的条件は、地

下貯蔵施設の運営にとって本質的なものである

と述べていた5?)。

このように、詳細な調査を行う地下貯蔵施設

候補地が決定された後は、連邦エネルギー省の

長官が取れる選択肢は、２つだけに絞られた。

その第１の選択肢は、このような地下貯蔵施

設候補地に関する詳細な調査が行われた後、連

邦エネルギー省長官が、その候補地が不適切で

あると決定せざるをえなかった場合には、すべ

ての調査活動を停止し、連邦議会と、候補地が

ある州政府と州議会に、その旨を通知しなけれ

ばならないというものである鍋)。その上で、同

長官は、当該候補地の選定を無効として、６ヶ

月以内に、連邦議会に対して、新法の必要性を

含め、以後、どのような活動を行うべきかにつ

いて報告しなければならないことになる弱)。

これとは逆に、第２の選択肢は、地下貯蔵施

設候補地の現地特性調査が完了した時点で、連

邦エネルギー省長官が、当該候補地が適切であ

ると決定した場合に、とりうる選択肢である。

この場合、連邦エネルギー省長官は、この候補

地を地下貯蔵施設として開発するべきであると

の推薦を、大統領に行わなければならない`o)。こ

のような推薦を行う場合、同長官は、一般市民

と大統領に対して、当該決定を詳細に説明した

文書を公表する義務を負っている`】)。この文書

には、他の諸事項とともに、国家環境政策法６２）

に従い、最終的な環境影響表明書が含まれてい

なければならない餌)。

（６）１９９２年の放射性廃棄物政策法の改正

連邦議会は、1992年に、エネルギー政策法に

より、放射性廃棄物政策法を改正し、原子力規

制委員会と連邦環境保護庁との間の長期間にわ

たる主導権争いに決着をつけ、連邦環境保護庁
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に、ユッカ・マウンテンにおける排出物の主要

な放射性基準の設定を行う権限を与えた“)。

しかし、この改正においても、連邦議会は、

放射性廃棄物政策法における地下貯蔵施設の安

定性分析を定める基準や、地質的に廃棄物を孤

立させる基準に、何らの変更も加えていない")。

テンの調査が進むうちに、予想していたよりも

地下水の速度が、かなり速いという事実が判明

したことである70)。このことは、ユッカ・マウ

ンテンが、地層処分に適さない可能性があるこ

とを示唆している？')。このため、同地に地下貯

蔵施設を建設しても、人的バリアーによる技術

的な隔離が完全に達成できない以上、放射性物

質の放出基準が満たされない可能性が出てきた

のである。

４．１９９６年に生じた３つの問題

1996年になっても、連邦エネルギー省は、ユ

ッカ・マウンテン候補地の詳細調査を続けてい

たが、この年になると、同省の活動を追い詰め

るような出来事が３つ生じた。

その第１は、連邦議会が、ユッカ・マウンテ

ンの詳細調査に関する1996年度予算を、４０％も

削減したことである")。このため、連邦エネル

ギー省は、早急に結果を出さなければならない

状況に追い込まれた。

第２は、連邦ＤＣ巡回区控訴審裁判所が、連邦

エネルギー省に対して、厳しい判決を下したこ

とである。この「インディアナ・ミシガン電力

会社対連邦エネルギー省事件判決｣`7)において、

連邦エネルギー省は、電力会社が、最終処分地

たる地下貯蔵施設が完成するまでに中間的に保

管している使用済核燃料を、放射性廃棄物政策

法が定める1998年の最終期限までに、引き取ら

なければならない「条件のない義務」を負って

いると判示したのである")。この判決は、連邦

エネルギー省がとっていた立場、すなわち、最

終処分を行う地下貯蔵施設ができるまで、連邦

エネルギー省には、電力会社から使用済核燃料

を引き取る法的義務はないとする立場を正面か

ら否定し、無条件で、これを引き取らなければ

ならないと判示したのである。このため、この

判決の結論に基づく限り、連邦エネルギー省は、

義務違反が確定する日が来てしまうと、最大で

560億ドルに上る金銭的賠償責任を負う可能性が

あることになる６，１。そして、地下貯蔵施設の最

終決定が遅れれば遅れるほど、この金額が増大

することは、明らかであった。

そして、第３の出来事は、連邦エネルギー省

が、ユッカ・マウンテンをなんとかして最終的

処分施設としようとする意図に、大きな打撃を

与えるものであった。それは、ユッカ・マウン

５．ネバダ州の反対から最終処分地決定まで

（１）ネバダ州の働きかけと性能評価

1998年になると、ネバダ州知事は、連邦エネ

ルギー省長官に、ユッカ・マウンテン施設を不

適合とするように働きかけた72)。

この働きかけに対応する形で、連邦エネルギ

ー省による貯蔵施設の「性能評価（perfbm1ance

assessment)」が行われたが、その結果、ユッ

カ・マウンテンの地質状況の下では、本来の基

準を満たす完全な廃棄物隔離が、ほとんど達成

しえないことが明らかになってしまった河'・

このことから、後に連邦エネルギー省によっ

て提案されるユッカ・マウンテン候補地の貯蔵

｢システム」は、いまだ完全に設計がなされてい

ない技術上のバリアーに、大きく依存すること

になったのである？`)。そして､2000年と2001年

に行われた連邦エネルギー省による分析では、

もしも、この技術上のバリアーが機能しなかっ

た場合、連邦環境保護庁の定める放射性安全基

準をはるかに超える放射線が放出される恐れが

あることが明らかにされた75)。

以上から、連邦エネルギー省は、ユッカ・マ

ウンテン候補地においては、放射性廃棄物政策

法が定める地質に関する貯蔵適合規則を満たす

ことができない一方で、差し迫った期限と予算

削減を考えると、別の候補地を新たに選定して

調査を行うこともできず、なんとかして、ユッ

カ・マウンテン候補地に貯蔵施設を建設させる

手立てを考えざるをえない状況に追い込まれた

のである。そして、連邦エネルギー省がとった

手段は、次に述べる貯蔵施設適合性ガイドライ

ンの改正であった。
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（２）連邦エネルギー省による貯蔵施設適合性

ガイドラインの改正

これまで見たとおり、連邦エネルギー省が、

ユッカ・マウンテン候補地について、本来の正

しい要件を適用できる可能性はなく、また、新

たな建設候補地を探すということも、時間的に

ほぼ不可能であった。そして、そのような努力

は、「誤った目標｣７６)と呼ばれるようになり、別

の方向性が探られることになった。その新たな

方向性とは、他の施設候補地については、従来

の貯蔵施設適合性基準をそのまま維持しながら、

ユッカ・マウンテン候補地に関してのみ別の適

合性基準を設定しようというものであった。

この新たな適合性基準改定を実現するため、

連邦エネルギー省は、原子力規制委員会と連邦

環境保護庁とに対して、集中的にロビー活動を

開始し、これらの行政機関のユッカ・マウンテ

ンに適用される規則を統合的「システム」の運

営評価に集中するような変更をするように働き

かけた77)。この統合的「システム」の業績評価

分析に基づく適合性評価とは、かつて連邦エネ

ルギー省そのものが、1984年に、行うべきでは

ないと主張した技術上のバリアーを過度に信用

した手法であった。連邦エネルギー省は、原子

力規制委員会と連邦環境保護庁に対して、現在

の実施不可能な基準を施行することは、事実上、

ユッカ・マウンテン候補地を拒絶する結果を生

むとの圧力をかけた78)。

1999年には、貯蔵施設に関するガイドライン

(連邦行政規則）の改正案が公表された。このガ

イドラインの改正案では、従来の施設適合基準

を維持した960条は、他の潜在的な貯蔵施設候補

地に限って適用されることになり７，)、これとは

別に、ユッカ・マウンテン候補地にだけ適用さ

れる新たな「施設適合基準」条項として、963条

が導入されていた。

この963条では、従来の地質学・水文学上の基

準を廃止し、かつ、施設に関する適合・不適合

の特徴も用いられていない。そして、963条は、

連邦エネルギー省に対して、貯蔵施設全体に関

する統合的システムの運営評価が、連邦環境保

護庁が定める規制遵守期間において、線量限度

(被曝限度）に合致していることを示すことだけ

を求めている。その上で、この適合基準が遵守

されていれば、ユッカ・マウンテン貯蔵施設候

補地は、原子力規制委員会の建設許可を得るこ

とができると定めている８０１。

この963条における適合基準では、自然環境に

基づく地質学的条件と技術上のバリアーとの間

の明白な役割の違いは暖昧なものになった６１)。こ

れは、次の３つの点で問題がある。まず、①連

邦環境保護庁によれば、ユッカ・マウンテン施

設の自然条件に基づく放射性廃棄物隔離能力は、

非常に不確定なものであり、ほとんど評価しえ

ないものであるとされており`２１、かつ、②当該

施設に関する自然条件に基づく放射性廃棄物隔

離能力と、技術的バリアーについての寄与度と

不確実性が個々に評価されないのであれば、連

邦エネルギー省により提案された統合的システ

ム運営評価は、施設の放射性廃棄物隔離能力の

不確実性と潜在的な不十分さを覆い隠すものと

して見られる可能性がある画)。さらに、③原子

力規制委員会と連邦環境保謹庁の双方が、この

改正に譲歩した理由が、施設の適合性に関する

基準設定を行うのは、連邦エネルギー省であり、

自分たちは単にこの件について同省からの依頼

に応えただけであるという縦割り行政の悪しき

側面が出たことも指摘できよう")。

この963条は、2001年11月に公布され、その１

ヶ月後に施行された8s)。

（３）ユッカ・マウンテン候補地への最終決定

2002年１月10日、スペンサー・アブラハム

(SpencerAbraham）連邦エネルギー省長官は、

ケニー・グイン（KennyGuinn）ネバダ州知事に

対して、ユッカ・マウンテンを国家の高レベル

放射性廃棄物の貯蔵施設として大統領に推薦す

る旨の30日前の事前通知を行った86)。この知ら

せを受け、ネバダ州のグイン知事は、この決定

に失望したと語るとともに、大統領府、連邦議

会などで否決されることを希望しながらも、連

邦議会がこれを承認することになるとの予想の

下で、徹底的に法廷闘争をする決意を示した８７)。

そして、2002年２月14日、アブラハム連邦エ

ネルギー省長官は、正式に、ユッカ・マウンテ

ンを放射性廃棄物貯蔵施設とする推薦を大統領

に対して行った。ジョージ.Ｗ、ブッシュ大統領
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'よ、2002年２月15日に、同施設の選定を承認し

た餌)。

これに対し、ネバダ州のケニー・グイン知事

は、６０日と定められた法定期間内の2002年４月

８日に、同州として、この選定を不承認とする

通知を、連邦政府に提出した勘。

連邦議会は、ユッカ・マウンテンの選定を否

定するための決議を行うための期間として90日

間の期間を有していた。もしも連邦議会で否決

がなされず、または、両院で過半数の支持が得

られない場合には、否決が成立し、連邦エネル

ギー省は、６ヶ月以内に新たな貯蔵施設計画を

立て、その報告を連邦議会に報告する義務を負

う”)．

しかし、2002年５月８日、下院は306対117の

投票により、ユッカ・マウンテンに放射性廃棄

物貯蔵施設を作ることを認めた９１)。2002年７月９

日、上院は、Ｓ・ＪＲｅｓ､34を通過させ、同施設の建

設を承認した,幻。ブッシュ大統領は、この決議

に2002年７月23日に署名した'3)。

ける高レベル放射性廃棄物の最終処分地とした

ことに関して、ネバダ州や環境保護団体等が提

起したおびただしい数の訴訟である。この中で

も、特に、2004年に下された連邦控訴審判決”

の影響が大きい。この判決では、まず、①連邦

環境保譲庁により策定されたユッカ・マウンテ

ンにおける公共・環境放射線防護基準が、１万

年という短期の遵守期間しか設定しておらず、

これは全米科学アカデミーの勧告に基づくエネ

ルギー法801条に反していると判示して、この基

準が定められている連邦行政規則40編197章

(4ＯＣＦ.Ｒ､,partl97）を無効と判示している。

また、②原子力規制委員会は、連邦エネルギー

省に対して、当該貯蔵施設への廃棄物の受け入

れを認めるライセンスの発行権限と、廃棄物受

け入れ後、最終的にこの貯蔵施設を閉鎖するこ

とを認めるライセンスを発行する権限を持って

いるが、この発行基準を定めた高レベル放射性

廃棄物の処分基準（連邦行政基準１０編63章で規

定）においても、上記の連邦環境保護庁が定め

た１万年という短期の基準が含まれているので、

この点で違法であると判示したのである。その

一方で、③同裁判所は、放射性廃棄物政策法に

基づいて、ユッカ・マウンテンを高レベル放射

性廃棄物の貯蔵施設建設地として選定した連邦

議会の決定は連邦憲法上適切であり、かつ、④

連邦エネルギー省と大統領がユッカ・マウンテ

ンを選択したという事実は、司法審査になじま

ないと判示している。

連邦エネルギー省のスペンサー・アプラハム

長官は、この判決が、ユッカ・マウンテン施設

の候補地選定に関する手続を肯定し、ネバダ州

等により主張されていた違憲論等が、すべて退

けられたことを歓迎するコメントを出した。そ

の一方で、同長官は、無効と判示された規則に

ついて、連邦エネルギー省は、連邦環境保護庁

と連邦議会とともに、この問題を適切に解決す

るための努力をおこなうとのコメントを発表し

ている")。そして、連邦環境保謹庁は、裁判所

により無効とされた公共・環境放射線防護基準

を改定するための規則案を2005年８月に発表し、

同年９月には、原子力規制委員会も、１万年後

以降の線量基準の改定案を発表している。

６．最終決定後の混迷

このように、ユッカ・マウンテンは、米国に

おける高レベル放射性廃棄物の最終処分地とな

り、そこに地下貯蔵施設を建設することが正式

に決定された。この決定により、連邦エネルギ

ー省は、原子力規制委員会に対して、同施設の

建設許可申請を、９０日以内に提出する義務を負

うことになった弧)。しかし、連邦エネルギー省

は、この建設許可申請を期限までにおこなうこ

とができなかった。

その後、連邦エネルギー省は、2004年６月３０

日に、ユッカ・マウンテンにおける貯蔵施設建

設のための許可申請手続のための書類（約120万

文瞥、およそ560万頁）をインターネット上で公

開した。そして、この時点では、2004年12月ま

でに申請を行うとの予定を示し、原子力規制委

員会が、その後、３年から４年の間に申請許可

手続を行うものと考えていた'５１。

しかし、この予定は達成されず、現時点まで、

申請は行われていない。これは、想定外の問題

が２つ生じたためである。

その第１が、ユッカ・マウンテンを米国にお
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第２の問題は、連邦政府内で起きた文書偽造

の発覚である。2005年３月16日、連邦エネルギ

ー省は、ユッカ・マウンテンの地質調査に携わ

っていた米国内務省の機関･である連邦地質調査

所の複数の職員が、調査文書を偽造していたこ

とが明らかになったと発表した。この文書は、

連邦エネルギー省と原子力規制委員会による品

質確定プログラムに必要なもので、その正確性

と信用性を確認するためのものであった。具体

的には、水浸潤（watermfiltration）と気候に関

するコンピュータ・モデリングが偽造されてい

た。この偽造は、連邦エネルギー省の請負者が、

文書の監査過程で発見し、1998年から2000年３

月の間に、これらの被用者が出したＥメールの

中で偽造がなされたとの事実が記載されていた

ことから発覚したのであった。この瞬間、同プ

ロジェクトの科学的信頼性が、大きく揺らいだ

のである。

連邦エネルギー省は、このデータに対する科

学的調査を開始し、ユッカ・マウンテン計画に

関する科学的根拠を確かなものにするとの長官

声明を出した鋼)｡そして､2006年２月17日に､連邦

エネルギー省の内局である民間放射性廃棄物管

理局は、連邦地質調査所の複数の職員により偽

造された上記の水浸潤のモデリングが、技術上、

問題のあるものではないことを確認したとする

144頁にわたる報告書を発表した。この報告書に

より、連邦エネルギー省は、2002年に行われた

ユッカ・マウンテンの候補地選定は科学技術に

裏付けれられたものとして問題はなく、引続き

貯蔵施設建設へ向けて努力するとしている的)。

起されてきた。特に、ネバダ州政府と環境保護

団体が提起してきた訴訟の種類と数には、目を

見張るものがある。しかし、本稿では、行政訴

訟上の複雑な争点を含むこれらの訴訟について

は割愛し、①今後、連邦政府が現実的な解決を

迫られることになる電力会社が連邦政府を訴え

た訴訟と、②電力消費者が政府を訴えた訴訟、

および、③軍事高レベル放射性廃棄物の処分基

準の違法性が問われたＮＲＤＣ訴訟とを扱うこと

にする。

１．電力会社による訴訟

電力会社が、最終処分地に高レベル放射性廃

棄物を貯蔵する施設が受け入れられるまで、仮

に、これを保管する義務があることは既にみた

とおりである。以下、この問題についての法的

枠組みと、政府が高レベル放射性廃棄物を電力

会社から受け入れることができない状況から生

じた訴訟の概略をみることにする。

（１）放射性廃棄物基金

放射性廃棄物政策法は、高レベル放射性廃棄

物を最終的に貯蔵する地下施設を建設するため

の資金を、電力料金から徴収するシステムを規

定し、放射性廃棄物基金（NuclearWasteFimd

(NWF)）を創設した'００)。このシステムの下で、

商業用原子力発電を行う企業は、①1983年４月

７日以前に設置された原子力発電所が発電する

発電量に基づいて一時金の支払いが求められる

とともに、②発電した１キロワット／時ごとに

１セントの10分の1の価額を電力料金に上乗せ

することが認められ、この金額を継続的利用料

として納付することとされたのである]０１１゜そし

て、連邦エネルギー省長官は、この継続的利用

料を毎年見直すとともに、この料金により商業

用核燃料を管理する政府の費用が賄えるかどう

かを調整する義務が課されていた102)。1997年８

月時点で、この放射性廃棄物基金が集めた資金

は、その利息等も含めると、120億ドルを超え、

このうちの48億ドルが、地下貯蔵施設関連の活

動に用いられた'03)。

商業用原子力発電を行う企業は、この支払い

の対価として、使用済核燃料の受入れと処理に

関する契約を連邦エネルギー省長官と締結する

Ⅲ高レベル放射性廃棄物の最終処分地に

かかわる訴訟

高レベル放射性廃棄物の最終処分地は、これ

まで見てきたとおり、ユッカ・マウンテンに決

定された。連邦政府は、問題を抱えながらも、

この地に放射性廃棄物貯蔵施設を建設する方向

で動いている。

もっとも、連邦政府の思惑とは別に、この高

レベル放射性廃棄物の貯蔵施設の建設と、その

受け入れに関しては、驚くほど多くの訴訟が提
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ものとされていた'0`)。この契約は、「使用済核燃

料／高レベル放射性廃棄物の処理に関する標準

契約」と呼ばれるものであり'0s)、この契約によ

り、連邦エネルギー省は、地下貯蔵施設の稼動

後、現実的な範囲でできるだけ早く、使用済核

燃料の権原を取得し、遅くとも1998年１月31日

以前に処理するものと規定されていた106)。

（２）プロジェクトの遅延と法的問題

しかしながら、放射性廃棄物を処理する地下

貯蔵施設の稼動は、十分な見通しが立たたず、

多くの州や電力会社は、連邦エネルギー省が、

放射性廃棄物基金において定められた義務を、

法定された1998年１月31日という期限までに満

たすことができないのではないかという懸念を

抱き始めた。

連邦エネルギー省は、この問題について、１９９５

年５月３日に、「放射性廃棄物受入れ問題に関す

る最終的解釈」と題された文書を発表した'0?)。

この文書において、連邦エネルギー省は、法定

期限である1998年１月31日までに使用済み核燃

料を受け入れることができないことを認めた。

その上で、放射性廃棄物政策法に定められた貯

蔵施設や、暫定的貯蔵施設が完成していないと

いう現状においては、同省は、当該受入れ期限

までに高レベル放射性廃棄物と使用済核燃料を

受け入れる法的義務または契約上の責任を負う

ものではないとの見解を表明したのである１m)。

このような連邦エネルギー省の見解を不当と

して、いくつかの電力会社と州の関係者が原告

となって、司法判断を求めたのが、前述の「イ

ンディアナ・ミシガン電力会社対連邦エネルギ

ー省事件判決｣Ｍ１である。そして、連邦ＤＣ巡回

区控訴審裁判所は、この事件について、連邦エ

ネルギー省が放射性廃棄物を受け入れなければ

ならない義務は、貯蔵施設、または、その他の

施設の存在を前提条件としたものではないとの

判決を下したのであるno)。これは、連邦エネル

ギー省が、1998年１月31日より前に、商業用原

子力発電を行う企業から、高レベル放射性廃棄

物を受け入れる義務があることを明らかにした

ものであった。もっとも、この判決では、現実

に義務違反が起きる以前であったことから、ど

のような救済がなされるべきであるかは、特定

されていない'１１)。

連邦政府が、近年、連邦議会に対して提出し

た報告書によれば、①放射性廃棄物基金の合計

額は、約180億ドルであり､２１、②連邦請求裁判所

において、原子力発電事業者等が、高レベル放

射性廃棄物の連邦政府による引き取りを定めた

標準契約の違反に基づく損害賠悩請求訴訟は、

34の事業者等により提起されており、その請求

金額の総計は約61億８千万ドルであり''3)、③原

子力発電事業者等が樹算する総被害額は500億ド

ルである'１４)、とされている。なお、ユッカ・マ

ウンテンに建設される地下貯蔵施設の建設費と

同施設への使用済み核燃料の輸送費の合計は、

580億ドルと稲算されている115)。このような高レ

ベル放射性廃棄物処理に伴う費用は、究極的に

は、電力会社ではなく、米国市民がその税金を

通じて、負担することになる恐れがある。

放射性廃棄物政策法の定める放射性廃棄物受

入れ期限が達成されなかったことから、使用済

核燃料は、発電者のところに蓄積され続けてい

る。その一方、多くの州法では、原子力発電施

設において貯蔵しうる使用済核燃料の総量を制

限しているu`)。もしも原子力発電を行う電力会

社が、これらの放射性廃棄物を連邦政府に処理

のために引き渡すことができないのであれば、

電力会社は、発電所を永久に閉鎖する事態に直

面するかもしれない。

（３）ユッカ・マウンテンにおける地下貯蔵施

設稼動の実現可能性を疑問視した判決

すでに見たとおり、「インディアナ・ミシガン

電力会社,対連邦エネルギー省事件判決」では、

現実に連邦政府による高レベル放射性廃棄物の

受け入れについての義務違反が起きる以前のも

のであったことから、どのような救済がなされ

るべきであるかは、特定されていなかった。こ

のため、電力会社等は、損害賠償請求などを求

めて、それぞれ、訴訟を提起し始めた。

これらの判決を概観するために、その流れや

問題点を指摘しながら、裁判当事者にとって、

もっとも厳しい証拠提出を命じた「サクラメン

ト市公共事業区対連邦政府事件判決｣'１７)を見て

いくことにする。この事件の概要と判決内容は、

以下のとおりである。サクラメント市公共事業
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区は、原子力発電事業を行うとともに、その放

射性廃棄物の貯蔵施設を所有していた。そして、

このように貯蔵された放射性廃棄物は、連邦エ

ネルギー省が、標準契約に基づいて引き取るこ

とになっていた。しかし、同省によるユッカ・

マウンテンの環境・安全基準は、いまだ確立さ

れていない。また、連邦エネルギー省は、ユッ

カ．マウンテンにおける貯蔵施設の設計と安全

に関する解析を準備しているが、これらの情報

は、未だ原子力規制委員会から許可を得るため

に提出されていない。このため、いかなる保存

用キャニスターも承認がなされていなことから、

製造もされていない。このため、連邦政府は、

連邦議会への報告書''8)の中で、2010年までに高

レベル放射性廃棄物貯蔵施設への輸送を開始す

るとの予想を示しているものの、裁判所からみ

ると、この予想には、信用`性がないように見え

る'１，)。

そして、これまで連邦控訴審段階でこの問題

を扱った判決では、この標準契約が、契約の基

本的前提を欠くことから共通の錯誤（mutualmis‐

take）の法理、または、契約履行が現実的に不

可能になった場合（impracticabilityofperfOr‐

mance）の法理に基づいて無効となるか否かに

ついて、判断してきていない。さらに、これま

での連邦控訴審判決では、この契約違反に対す

る救済として、損害賠償の支払いではなく、放

射性廃棄物基金を事業者に払い戻すという原状

回復が適切な救済かどうかについて判断したも

のは存在していない120)。

このため、本裁判所は、両当事者に対して、

①なぜ連邦エネルギー省と原子力事業者との間

で締結された標準契約を無効と宣言することが

できないのか、及び、②この契約違反に対する

救済として、原状回復理論に基づいて、連邦政

府に対して、原子力事業者が今日まで放射性廃

棄物基金に払い続けている金額を払い戻すよう

命じることができないのかについて、その理由

を示すように命じたのである121〕。

この命令の後、具体的な判決は、未だ判例集

には掲載されていない。現実に、原状回復によ

る救済を行うとすれば、原子力発電事業者等に

払戻しをおこなう一方で、これらの事業者は、

そのまま高レベル放射性廃棄物を保管し続ける

ことになる。このような事態は、放射性廃棄物

政策法の想定外であり、おそらく認められない

であろう。しかし、この判決は、そこまで事態

が硬直してしまったことを示している点で、意

義があると思われる。

２．消費者による賠償請求訴訟

このような電力事業者による訴訟とは別に、

消費者が提起した訴訟があるので、見ておくこ

とにする。この「ロドラー対連邦エネルギー省

事件判決」では、原告たる市民が、商業用電力

発電をおこなっている企業から、放射性廃棄物

基金に支払われる費用を電力料金に上乗せされ

ているにもかかわらず、連邦エネルギー省が、

放射性廃棄物政策法で定められた期限までに高

レベル放射性廃棄物を引き取らなかったことか

ら、この上乗せ料金の返還を求めた訴訟である。

原告は、契約上の第三受益者（thirdpartyben

eficiaries）などの論理に基づいて、連邦エネル

ギー省の契約違反を主張したが、原審たる連邦

地裁でも、この控訴審でも、その主張は認めら

れなかった'22)。

３．軍事高レベル放射性廃棄物の処分問題訴訟

（NRDC訴訟）

（１）はじめに

すでにみたとおり、放射性廃棄物政策法では、

大統領に、国防活動から生じた軍事高レベル放

射性廃棄物を、商業活動から生じた高レベル放

射性廃棄物のために用いられる貯蔵施設に貯蔵

するか、または、これとは別に貯蔵するかを決

定する権限を付与している函)。この権限に基づ

き、レーガン大統領は、1985年に、連邦エネル

ギー省長官へのメモにおいて、国防総省の活動

から生じた廃棄物を別の施設に貯蔵する必要は

ないと結論づけた'2ｲ)。このため、軍事高レベル

放射性廃棄物は、本来であれば、すべてユッカ・

マウンテンに輸送され、処分されることになる

はずである。

このように、レーガン大統領の判断により、

軍事高レベル放射性廃棄物専用の貯蔵施設を建

設する必要はなくなったものの、問題が解決し
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たわけではなかった。現在、軍事高レベル放射

性廃棄物は、アイダホ州国立工学環境研究所の

施設、ワシントン州ハンフォード施設、および、

サウスカロライナ州サバンナ・リバー施設の連

邦貯蔵所において、地下タンクまたはステンレ

ス製サイロ内に貯蔵されている'25)。連邦エネル

ギー省にとっては、これらの貯蔵施設の管理は、

技術上、非常に困難な問題を引き起こすととも

に、高額の費用を要するものとなっていた畷)。

そして、法律のとおりに行けば、これを全て取

り出して、ユッカ・マウンテンまで輸送しなけ

ればならないことになる。

連邦エネルギー省は、この困難な問題を回避

するため、1999年に、連邦エネルギー省命令

435.1号を発するとともに、これらの連邦施設に

おける高レベル放射性廃棄物の管理を行うため

の付属解釈指針を発行した'")。これは何を意味

しているかというと、現在、上記の施設で保管

されている軍事高レベル放射性廃棄物のうち、

その処分が困難なものを、ユッカ・マウンテン

に移送せずに、これらの施設でそのまま処分で

きるようにするために、行政規則の改正を行っ

たのである'28)。すなわち、これらの施設に残っ

ている処分困難な高レベル放射性廃棄物の一部

を、高レベル放射性廃棄物ではなく、「偶発的な

廃棄物（incidentalwaste)」として再定義して、

そのまま放置することを正当化しようとしたの

である。

これに対して、環境保護団体等が、連邦エネ

ルギー省には、このような規則や付属解釈指針

を定める裁量権はないとして、これらの無効を

宣言する判決等を求めて提起されたのが、NRDC

v・Abmham事件訴訟である】29)。

以下では、この訴訟で問題とされた連邦エネ

ルギー省命令435.1号の内容を確認した後、訴訟

の展開をみることにする。

（２）連邦エネルギー省命令435.1号が必要とさ

れた事情

連邦エネルギー省は、自らが管理している仮

設貯蔵タンクから高レベル放射性廃棄物を除去

し、国家貯蔵施設へ輸送しうるより適切な形態

に変えるための計画を実施するために、州の許

可権限を持つ行政機関と、長年にわたり協議を

おこなってきた]釦)。その中で基本的な管理戦略

となっていたのは、可能な限り、貯蔵タンク内

の廃棄物の放射能を除去するために、「塩廃棄過

程（saltwastepmcess)」を利用することであっ

た'3')。

放射性廃棄物政策法において、連邦エネルギ

ー省は、高レベル放射性廃棄物を扱う権限をも

ち、かつ、低レベル固形廃棄物として埋設する

ために、核分裂生成物を分離する権限を有して

いたｍ)。この過程により、高レベル放射性廃棄

物は、最終処分地に輸送されるために、ガラス

化される。この処理過程の後に残る廃棄物にお

ける放射能は、処理前の廃棄物の0.0022％だけ

であり、一般の産業固形廃棄物として処理する

ことが可能である函)。しかし、1988年に、唯一

存在した「塩廃棄過程（saltwastepmcess)」施

設は技術上失敗し、閉鎖されてしまった1劃)。こ

の後、連邦エネルギー省は、2001年まで、新た

な「塩廃棄過程（saltwasteprocess)」のための

代替技術を特定しなかった'35)。

この間、連邦エネルギー省は、タンク内の廃

棄物の放射能を除去するため代替的プロセスを、

技術的な評価を受けないままに実験をおこなっ

た。これが、問題の発端である。1996年、連邦

エネルギー省は、サウスカロライナ州のサバン

ナ・リバー施設にある２つのタンクで、液状の

高レベル放射性廃棄物をガラス化により除去し

た上で、恒久的に閉鎖した。しかし、このガラ

ス化の過程で、タンクの底に残った固形の「高

レベル放射性廃棄物」については、セメント状

のグラウト材をタンクに注入して完全に榎うこ

とで処分した'3`)。つまり、本来は放射性廃棄物

政策法で要求されているように、このグラウト

材で覆われた残余の「高レベル放射性廃棄物」

を、最終処分施設に輸送しなければならないに

もかかわらず、その輸送を計画せずに、)、その

まま埋めてしまったのである。

連邦エネルギー省は、この措置を、連邦エネ

ルギー省命令435.1号において、このように残さ

れた高レベル放射性廃棄物は、「偶発的な廃棄物

(incidentalwaste)」として再分類されると主張

して、そのまま放置することを正当化した'期)。

また、連邦エネルギー省の見解では、このよう
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な偶発的廃棄物は、環境または人間に対して、

長期にわたり脅威をもたらすものではないこと

から、最終処分施設に移送する必要はないとい

うことになる'３，)。

（３）同命令の内容

放射性廃棄物政策法では、高レベル放射性廃

棄物を、「使用済核燃料の再処理から生じた高い

レベルの放射性物質」と定義し、その具体例と

して、①「再処理から直接に産出された液状廃

棄物」と、②十分な濃縮により核分裂生成物を

含む液状廃棄物から生じた固形廃棄物」を挙げ

ている]４０)。このように、放射性廃棄物政策法で

は、固形廃棄物と液状廃棄物を別に扱っている。

再処理過程から生じた液状廃棄物は、常に高レ

ベル放射性廃棄物である。しかし、高レベル固

形廃棄物は、核分裂生成物を除去する処理を行

った後であれば、低レベル固形廃棄物として再

分類することが可能である'４１)。

しかし、この定義に基づく限り、上記のこの

グラウト材で覆われた残余の放射性廃棄物は、

高レベル放射性廃棄物に該当した。このため、

連邦エネルギー省は、連邦エネルギー省命令

435.1号においてM2)、このような形で使用済み核

燃料を再処理することで生じた廃棄物は偶発的

なものであり、高レベル放射性廃棄物の定義か

ら除外するための基準を定めたM3)。この基準と

は、①主要な放射性核種を除去するためのプロ

セスを、技術的・経済的に現実的に可能なレベ

ルでの最大限の処理を行うこと、②濃縮により

固形化し、かつ、業務目的で規定されている低

レベル廃棄物の濃縮度を越えないことM４１、およ

び、③連邦行政規則10編61.55章または同規則４０

編191章で規定されている安全業務目的基準を満

たすように管理するか、または、連邦エネルギ

ー省が定める廃棄物分類と特性に関する代替的

要件に合致すること!⑤、である。

（４）裁判の展開

NRDCv・Abraham事件において、原告は、連

邦エネルギー省が、連邦エネルギー省命令435.1

号に基づいて、高レベル放射性廃棄物を再定義

していることは、放射性廃棄物政策法において

認められた権限を輪越して、違法であると主張

したM`)。そして、裁判所に対して、この命令を

違法と宣言するとともに、高レベル放射性廃棄

物をコンクリートとともにグラウト材で固定化

して恒久的処理とすることを含めて、放射性廃

棄物政策法に反する行為を連邦エネルギー省に

禁じる差止めを請求したのであるM７１。

これに対して連邦アイダホ地区地裁は、連邦

エネルギー省によるこの命令435.1号の一部が無

効であると宣言したM8)。ここでは、条文解釈の

詳細には立ち入らないが、その理由を大まかに

言えば、放射性廃棄物政策法において、連邦エ

ネルギー省は、同法が定める最終処分を行う貯

蔵施設以外の場所において、軍事高レベル放射

性廃棄物を処理する裁量権をもっていないと判

示したのである'４９)。この判示により、連邦エネ

ルギー省は、軍事高レベル放射性廃棄物を、最

終処分地以外で処理しえないことが明らかにな

ったと言える。

その一方で、現在、連邦エネルギー省が、高

レベル放射性廃棄物をコンクリートとともにグ

ラウト材で固定化して恒久的処理とすることを

含めて、放射性廃棄物政策法に反する行為に対

する差止め謂求は、認められなかった！")。その

理由は、連邦エネルギー省が、この判決を無視

して、放射性廃棄物政策法に違反した状態のま

まで軍事関連の放射性廃棄物を管理するとは考

えられないからというものであった。

しかし、この連邦地裁判決は、控訴審で覆さ

れた。連邦第９巡回区控訴審裁判所は、NRDC

v・Abmham事件控訴審判決において'５１)、①本件

では、当該行政規則が、特定のサイトに適用さ

れ、放射性廃棄物政策法の違反が現実に起きて

いるわけではなく、②そのような段階で司法が

行政手続に対して積極的に介入する必要はなく、

後になって本件に対する司法審査を行ったとし

ても、そのことによって、現実的な問題が生じ

るわけではなく、さらに、③このように、現時

点で具体的な判断を下さなくとも、原告は現実

的な危険性を伴った損害を被るわけではないと

して、当該事件は、いまだ司法機関により判断

する段階に至っておらず、十分に成熟していな

いとして、判断そのものを控えたのであった。
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対象に公募してきた。しかし、2005年末の段階

でも、応募した市町村は存在していない。
Ⅳわが国への示唆

これまで、米国における高レベル放射性廃棄

物の最終処分場に関する法律上のシステムを検

証し、また、これに関連して起きた問題や、代

表的な訴訟を概観してきた。これらの問題のう

ち、わが国では、軍事高レベル放射性廃棄物に

関連する問題が、生じることはない。その一方

で、原子力発電により生じる高レベル放射性廃

棄物の最終処分は、わが国でも、既に問題化し

つつある１劃。

以下、日本の基本的な現状を踏まえた上で、

米国の経験から、われわれが何を教訓として得

られるかを検討したい。

２．米国の経験から得られる示唆

この論文の中でみてきた米国の経験から、わ

れわれは、その長所と短所の双方を学ぶことが

できると思う。まず、米国における高レベル放

射性廃棄物の最終処分地決定システムの長所か

ら見てみたい。その第１は、最終処分地決定手

続である。既に見たとおり、ユッカ・マウンテ

ンを最終処分地とした結果だけをみると、この

最終処分地決定システムに、問題があるように

みえる。しかし、最終処分施設が建設される州

の知事・議会が連邦政府に反対できる仕組み、

そして、これを覆すためには、連邦議会の承認

が必要であるとした仕組みは、民主的決定手続

として優れている。

これに対して、わが国の「特定放射性廃棄物

の最終処分に関する法律」をみると、たとえば、

最終処分計画に関する４条において、経済産業

大臣は、「概要調査地区等の所在地を定めようと

するときは、当該概要調査地区等の所在地を管

轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、

これを十分に尊重してしなければならない」（同

条５項）といった規定が置かれている。また、

これと同様の手続が稠密調査地区の選定段階、

最終処分施設建設地の選定段階でも必要になる。

しかし、ここでは、米国のような民主的手続は

盛り込まれておらず、「都道府県知事及び市町村

長の意見を聴き、これを十分に尊重」するとい

うにとどまり、具体的な意見対立が起きた場合

の紛争解決システムとしては不十分な規定にな

っている。このため、わが国でも、少なくとも

最終処分施設建設地の選定段階においては、日

本国憲法95条の特別法の住民投票制度と連動さ

せるかどうかは別として、法改正により、何ら

かの形で、米国型の民主的決定手続を導入する

べきではないだろうか。

米国における第２の長所は、最終処分地決定

後の実施を、複数の行政機関に分割して実施さ

せるというシステムである。放射性廃棄物政策

法は、①連邦エネルギー省に、地下貯蔵施設の

候補地を評価し、推薦し、その後、当該施設を

１．わが国の現状

わが国では、原子力発電により生じた使用済

核燃料の再処理後に残存する高レベル放射性廃

棄物を、ガラス固体化した後、３０年から50年間

ほど冷却保存した後、地下300メートルの地層に

処分することになっている。この高レベル放射

性廃棄物の最終処分について、2000年５月に成

立した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する

法律」が、①最終処分の実施主体の設立、②最

終処分費用の確保方策、③３段階の最終処分地

選定プロセスなどを規定している。そして、処

分実施主体としては、原子力発電環境整備機構

が、同年に通商産業大臣から認可され、活動し

ている。

この最終処分にかかる費用は、電力会社等に

より発電量をもとに拠出されることでまかなわ

れることになるが、その総事業費は、約３兆円

とされている。最終処分は、米国と同様に、天

然バリアと人工バリアとが組み合わされる多重

バリアシステムにより実施される。

現在は、①概要調査地区等の選定段階にあり、

今後、②平成20年代前半を目途に精密調査地区

を選定し、③平成30年代後半を目途に最終処分

施設建設地を選定し、④平成40年代後半を目途

に、最終処分を開始する予定である。

これまで、原子力発電環境整備機構は、最終

処分地を選定するために、2002年から、最初の

段階の調査をおこなう地区を、全国の市町村を
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建設、運営する役割を付与し、②原子力規制委

員会に、地下貯蔵施設の建設許可を与えるか否

かを審査・決定し、最終的には、この閉鎖を許

可する権限を与え、③連邦環境保謹庁に、地下

貯蔵施設に適用される放射能排出基準を設定す

る役割を与えていた。このように、いくつかの

行政機関に、異なる権限を与えて相互チェック

させるシステムは、相互驍視の利点と、問題が

起きたときに、その責任がはっきりするという

点で、優れていると思われる。わが国の「特定

放射性廃棄物の最終処分に関する法律」では、

ここまで明確な形での行政機関対立型のシステ

ムがとられていないため、問題が起きたときに、

暖昧な点が残る恐れがある。

最後に、米国の最終処分地決定についての歴

史から、わが国にとって、教訓となるのは、以

下の３点である。

第１に、1987年放射性廃棄物政策法改正法に

おいて、本来予定した３つの貯蔵施設候補地に

関する詳細な調査の実施をとりやめ、ユッカ・

マウンテンだけに絞り込んだ改正をおこなった

ことである。調査段階でこのような絞り込みを

行ってしまうと、たとえ否定的な結論が出た場

合でも、予算等の制約から、他の候補地へ転換

するのは困難である。わが国では、このような

悪しき方向転換を行ってはならないであろう。

第２に、最終処分地建設予定地に、当初の判

断基準に基づく限り技術的な問題が存在したに

もかかわらず、これを行政規則により、無理に

正当化した点が問題として挙げられよう。ユッ

カ．マウンテンでは、その調査が進むうちに、

予想していたよりも地下水の速度が、かなり速

いという事実が判明した。そして、その地質状

況の下では、従来の基準を遵守した地質学的な

隔離（天然バリア）が、達成しえないことが明

らかになった。この段階で、本来であれば、別

の候補地選定の調査へと移行しなければならな

い。しかし、連邦エネルギー省は、従来の貯蔵

施設適合性基準をそのまま維持しながら、ユッ

カ・マウンテン候補地に関してのみ別の適合性

基準を設定するという、地元からの信頼を失う

ことになった手法で乗り切ろうとした。これが、

地元であるネバダ州から、連邦政府に対して、

訴訟が繰返し提起されるという結果を生んだと

いえる。

わが国で、将来、このような手法がとられて

はならないことはもちろんだが、現時点で、ひ

とつ気になることがある。原子力発電環境整備

機構は、2001年10月29日に公表した「｢概要調査

地区の選定上の考慮事項」設定の基本的考え方」

において、同機構が、文献調査に基づいて概要

調査地区を選定する際に、概要調査地区として

の特性を評価する上で考慮する事項とその評価

に関する考え方等を示している。しかし、この

中には、文献調査段階ということもあってか、

｢地下水の特性に関する事項」は、付加的に評価

する事項にとどまっている。この点こそが、米

国で最大の地質学的隔離の争点となったもので

あるから、実際の調査段階では、米国の本来の

地下水に関する基準をわが国の候補地に当ては

めた場合に、どのような評価になるのかは、明

らかにされるべきであろう。

米国で起きた第３の問題点は、技術情報に関

する提造疑惑である。ユッカ・マウンテンの地

質調査に換わっていた米国内務省の機関である

連邦地質調査所の複数の職員が、水浸潤にかか

わるコンピュータ・モデリングを偽造していた

ことは、既に述べた。そして、この提造により、

連邦エネルギー省が主張してきた同プロジェク

トへの科学的信頼性が、大きく揺らいでしまっ

た。わが国でも、このような技術情報の偽造が

監査により発見されるシステムを十分に整える

とともに、技術者への倫理・責任教育を徹底さ

せるべきであろう。

註

本稿は、櫻川明巧ほか箸「核兵器と国際関係」（内

外出版、2006）年の第８章に掲載した論文の転載で

ある。本来は、人間環境紀要に先に掲載した上で、

同書に転載する予定であったが、聾籍の発行時期の

関係から、順序が逆になった。人間環境学部の学生

諸君には、核問題に興味をもたれる方も多いので、

本稿のみならず同書も併せてご覧頂ければさいわい

である。なお、同書が学生向けのものであった性格

から、本稿においても、米国の判例標記については、

正式なサイテーションではなく、簡略化したわかり

やすい方式を用いている。
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l） 毎日新聞「米国：使用済核燃料の再処理を再開

途上国に提供・回収」（2006年２月７日）。

http://www､mainichi-msncojp/kokusai/ameri‐ 

Ca/news/20060207kOOOOeO30041000c・hmU，

本論文の執筆に当たっては、以下の文献を参照

した。JoanneHughesBurkett,Ｃｈｑ"ｇｊ"ｇｒｈｅ

Ｒ皿les？ﾉＶＲＤＣＭＡ６ｍﾉｂａｍ＆仇ｅＲｅｃﾉα“版czz‐

"o"qfHigﾉlLeveﾉﾉVh《c化arWtJsに,１２SoUTHEAsTju1

ENwL・LJ､159（2004);RobertBusby,７７ieUilited

srares'ｓＦｎｉ！”ｅｒｏＥｓｒａ６ﾉisAaHigh-Le''２ノ

ⅣpcにarSZorageRzcj〃ｔｙノsThreqre"ｊ"ｇｉｒｓ

ＡｂｉＪｊｒｙｊｏＥ)ifbcrivelySuJPporrM《c化ｑｒ

ＮｍＰｍＪ舵、'わ",３０Ｇ厘。､WAS,１．J､INTＬＬ.＆ECO鮒．

449（1996-1997)；SolangeCaptan,DrMIg 
FbrcesBeﾉtj"ｄ血ccα｣ＩＣ必"、i〃“【/ＩＣＳＣ化

Ｃａ"didｍｅ/brrﾉｉｅＨＯ“i"ｇＱ/qHigh-Leyeノ

NHCIearWZJSieRePOSimJy，７ＮＥｗＥＮＧ・INT．Ｌ＆

CoMP.Ｌ,ANN､９９（2001)；RobertJCy"Aar， 

ＣＯ"srimjio"αＪＣＣ城ｉｃｊｓｏ〃ＰＪ４ｂﾉｉｃＬα"dsJ

DUd"lPjngOn歴dbmﾉﾉＳｍ,７５Ｕ､ＣＣＩ､.ＬＲ凶.１２６１

(2004);LawTenceF1int,SｿｌｑｐｍｇＭｲcjeqrWnsJe 

PoJicyarrhe〃"ｃｍｒｅｑ/・Federqノロ"ｄＳｒｑｒｅ

ＬａＷ,２８Ｂ・CENvT趾AFF.Ｌ・REV､１６３（2000)；

DeniseReneeFoster，Ｕ〃ﾉi〃“JDeFacro

Reposjtori“jbrHi8h-LeveノRadjoqclive

WZZSre?,５DIcK.』・Ｅｌｗ.Ｌ・PCL､３７５（1996)；

CinnamonGilbreath，ＣＯ"srmJrjo"ロノＬａｗＦ

ＦどdbmjimTFFと火ｍｌｉｓｍｊ"肋ＣＣＤ"remq/Tjlccα

」Mblmmi"JﾉVどVadZJMDepα'、Te"rq/E"elFy,２７

EcoIDGyL.Ｑ577（2000);AletheiaGooden,ｍｅ 

１０，０００Ｙどａｒｃ"αrα"reefHigA-LeyeノＲＱｄ〃

αcrjVeWUzsreDj”Csαノｑｊｎｃｃα〃ozmrai"，

jVbWJdb,２６EIwIRoNsE1wTL.Ｌ､＆PoljYJ､9５（2002)； 

MichaelW､Ｇｍｉ"ey,Ｍ《cﾉｅａｒＷａＪｐｏ"sWtJsにJ

Rece"『歴火ｒｑノLegjsﾉario〃α"ｄｌｈｅＣにα"脚Ｐ

Ｅ力fbrr,３０WILLAwmEL・REV,765（1994)；Jed

Hansen，ＵｒｑﾉｉＳｌａｒｚＪｒｅｓノｍｅ"ｄｅｄｊｏＲｅｇⅢﾉα[e

PrOposedSpeJTrMlcleqrFHeﾉRGpoJiro〃Ａｒｅ

P花empにdhyIWCml“w,2005ＵｗｌＬ､ＲＥＶ､292

(2005);JasonHardin,ⅣDZa7Yppi"grheSbQles： 

whycb"g"3sα"｡rﾉteP"side"/shol4ﾉ｡c"ａｒｅ 

ａ歴demﾉﾉmerjmSromgeFtzci"(y/brHigh-

LeVEJRadiOqCmﾉｅＷ上JSte,１９J､LANDREsouIwcEs＆

E1wTLL､２９３（1999);MatthewHughey,Radio‐ 

ααjveRoHﾉe"e：Ｓﾉｾo"〃lﾉｊｅＭｌｃﾉeqrR2gHﾉα'０び

ＣｍＩｍｉ“jonbeRe8H/α""ｇﾋﾞﾉｔｅＵ"ire‘Ｓｍｒｅｓ 

ＡｍｑｙＣｂｍｓｑ/Ｅ"8ｉ"ＢＧ（'Ｆ“mpAaiwries?， 

3ＯＢ.C・Ｅ１ｗＬＡＦＦ､ＬＲＥｖ､243（2002);EileenGay

Jones,PHbﾉﾉｃ比rrjcjpq"o〃ノリｍｓ仇ｅＢｑ"Ｊｅｒｏ

ａｅｑ"”ＣｂＭＭＺｒＷ上Z3に,８FbRDilAME刑wLLKwJ、

２７７（1997)；DavidKMears＆JohnRuple， 

jVamrzzノReso”cesDq/１９"ＪＣＣＣ必"cjノｖ・

Ａｂｍｈｑｍ:Ｐ”ve"""9JﾉｶeDapQ'、IC"ｊｑｆ勘e咽ｙ

ノ)'０ｍＤ城"i"gAMJyfl7gﾉi-Lel'eﾉＭＩＣﾉearWbme，

２４J.LANDREsouRcEs＆ENwI麺Ｌ､７７（2004);Rafal

Ofierski,Ｍ《cﾉｅａｒＷｂｓにＰＣﾉｊｃｙＡｃＬ２２ＥＮｖｎ.Ｌ、

１１４５（1992）；RobertRessetar，ｍｅＹｉＪｃｃｑ 

Ｍｏ“ｍｊｎＭＪｃ化ｑｒＷｔｚｓにReposi'０'ｙ姉ｍｑ

ＦｍＥｍﾉEs77r彫呵p巴cmj2,23J.'▲M>REsouRcEs＆ＥＮｗＩ－

Ｌ２１９（2003);EUzabethASchulte,ｈＭＩｃＪｅｑｒ 

ＷｔｚｓにＣｏｍｉ"ｇＺｏＵｍｈ？Ａ〃ルーＤｅｐｒｈＺｐｏＡａｒ

ＳｋＨｌ！ＷｌｌｅｙＢα"｡q/､Ｇ“ｈｍｅﾉ)zdiα"sv・陸aWrr，

２４ＪＩＡＭ)REsouRcEs＆EIwnL・'1５（2004);ScottS・

Smith,圧｡ｂ、!Ｐ”emp'わ〃α"ｄﾉﾉｊｅＡＥＡｆＨＤｗ

陸ｄｅｍｌＰ花ｅｌ"ptjonLqw“MUtes'，ＳｍｒｅＬａｗ

ＺｌｌｑｒＡ'２？CKSﾉVb《c陀口ｒＷｍ巳,９Ｍ｡､BmL.Ｌ＆PbrY

REv､111（2002);AmySypula,Beyo"dyB4ccQ 

Moumrqi"JSpJijLiqbjJiryDriv“Ａａｉｏ"/b「

肋ｒｅｍｍﾉＷｃﾉｅａｒＷｈＳｒｅＳｒｏｍｇａ６Ｕ・Ｃｌn.ＬｅＳｑｌ・

RouNDmn匹251(1999);ＪｏｈｎＣＹｏｏ＆JenniferL

Koester,ＣＯ"s"“"oPzqﾉＣＯ畝jclso〃Ｐ邸bﾉic

LcJ"｡F:Ｊ“cjnﾉStI花gzdzmfFq/ｊＷｂｍﾉjs'72口"ｄ

ｒｈｅＥ"Wro"ｍｅ"[＄Ｙ皿cccUMoUJ"jαinβｏｍｑ

Ｃｏ"s"mrio"α／Pellspeclive,７５Ｕ､ＣＯ、.Ｌ・REV、

１３１７（2004)． 

また、この問題に直接関連する邦語文献とし

ては、以下を参照した。清水隆雄「核廃棄物貯

蔵法案（海外法律情報一アメリカ)」ジュリスト

1099号105頁、高木哲一「米国ヤッカマウンテ

ン高レベル放射性廃棄物最終処分場における安

全規制について」地質調査研究報告56巻３．４号

147頁以下、高木哲－「アメリカ合衆国規制法

「ネバダ州ヤッカマウンテン地厨貯蔵施設への高

レベル放射性廃棄物の処分（l0CFRPart63)」

の邦訳」地質調査総合センター研究資料集417

号51頁以下、マイケル．Ｅ・ロング、ピーター・

エシック「放射性廃棄物」ナショナル・ジオグ

ラフィック（日本版）2002年７月号44頁以下、

松井一秋・波多野守「米国エネルギー省（DOE）

レポートの読み方」原子力eye49巻６号12頁以

下。また、原子力用語の解説や背景については、

ＨＰ「原子力百科事典・ATOMICA」（http:/／

mexbatmjstgojp/atomica/）を参照した。

３）米国における低レベル放射性廃棄物に関する法

的問題や訴訟については、以下の文献を参照の

こと。MaxweUBInnson,ShouldMaineShipﾉmｓ

２） 
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Low-LeveノＲａｄｊｏｑｃｌ〃ｅＷＺｚｓｒｅｒｏＴｅｘ“？Ａ

ＣｒｉｒｊｃｑノＬｏｏｋロノ的e7bxasLow-LeveノRadio‐

αcriveWtmeDiSpomノＣＤ"lpact,４９ＭＥ・ＬＲＥｖ、

５１５（1997)；EWilliamColglazier＆MaryR 

English,Low-LelﾉeノRqdioactiveWZzsre：Ｑz〃

ノVどＷＤｊ”OJqﾉＳｊ花ＳＢｅＦｂＺＪｍＺ５３ＴＥＮＮ､ＬＲＥｖ、

６２１（1986);JaneChuang,ＷｈｏＳｈｏｕ４〃ＷＩＭｉｅ

ＧａＭｍ８ｅＷｍＴ？Ｌe“o"sﾉｩRomﾋﾟﾉZELow-Leveノ

RqdioqcriveW［JsrePoﾉｉＣｙＡｃ４７２ＦｂｍＨＡＭＬ・ＲＥＶ、

２４０３（2004);WilliamF､Newberry,ＴｈｅＲｉｓｅ 

α"｡”〃q/America"PHbIjcPojiCyo"、沖Csﾋﾞｺﾉ

ｑ/Low-Lel'elRadioqcrjveWとJs[e’３ｓ.C､EImL．

Ｌ､１４３（1993);JuliusPohlens,ﾉＶｅｗｙｂｒＡｖ． 

Ｕ)ｍｅｄＳｒｑ/BS3ﾉ､'αﾉﾉ“fio〃ｑ/zAenzke刀'に

ＰｍＷｓｊｏ〃ｑ/・'heZpw-LeVeﾉRadioacrjveWtzs花

PoIicyAme"dmePzrJAcノｑ/,ノ,８５α"ｄｌｊｓ

Ｃｂ"se9"e"Ce３，７TtL・ENvrLL.』､221（1993);Rhett

Traband，Ｎｅｗ】/Ｄｒｋｖ．Ｕ"ｉｒｅｄＳｌａｒｅｓＪＴｈｅ

ＣＤ"srjmio"αJα"ｄＥｍ）j、"ｍｅ"ｒａｌＦｔＪＪｌｏｍ/br

Low-LeveﾉＷ、/eDisposem,５Ｖｉｕ.ENvTILJ.、

２６７（1994)． 

４）米国におけるTRU廃棄物に関する法的問題につ

いては、以下の文献を参照のこと。RonaldL

Athmann,FLPMA20イ(ｅＬＡＣｏ"stjm"｡"αＪ

ノ)ﾘ7ｍｍ）,８T1jL､ENvn-LJ､５０５（1995);Ｂｅｍａｒｄ

Ｐ・Haggerty,`ＴＲＵ，Cooperα〃lﾉｅ此８脚Jqrolfy

化｡どｍﾉ耐”ＲａｄｉｏｑｃｍﾉｅＷｎｓに７>TmSpomz"oPz

Styi91y航ｒｈｅＷｍ,２２J・LImREsomcEs＆ENvn.､Ｌ

４１（2002);SamuelD・Rauch,ⅡI,ﾉVとｗＭ巳】Ｆｊｃｏ

ＭＷｍＡｉ"ｓα"。【ﾉIeWbsrehomrio〃Ｐ』しｒＰｈＪ"r

Mr/ldmwqﾉAcl:７１/ｉｅﾉ"Uporm"ｃｅｑ/・FLPMA,s

ProcedJJmノRe9Udiremems，２４ＥｗＴＬ．Ｌ、２２５

（1994） 

5）本稿において除外争点としてハンフォード施設

をはじめとする核兵器汚染の浄化については、

以下の文献を参照されたい。GeraldF､Hess，

ノブ切りb減Ｃ化α"i"ｇＵＰｊﾉleMbsrCmmmi"αred

Ｐ/ａｃｅｉ〃ｒﾉＩｅＵ"ﾉﾉedSrares,３８ARIz.Ｌ､ＲＥ1,.165

（1996);ＮｏａｈＤ､Lichtenstein,ｍｅＨａＪＶｂｍ 
ＭｨcﾉearwtmesireJALegqGyがR砿ｃｂＪＬα"ｄ

ノ"qﾉif7Cie"Cy,４４ＮAT・REsouRcEsj809（2004)；

ShannonE､West,ＳｗｅｅｐｍｇＪｈｅＭＥ“皿"der

Hm1/b、'ｓＲＨｇ:Ｈｂ１ｗｈｅｓｒａｒｅｑ/ｗｔＪｗ"gro〃
α"dJLFCirize"ｓＧｍＪ《PSP/α〃ｍｄｅα〃〃ＤＰ,２９

ＷM､＆MARyENWLL.＆ＰｏＵＹＲ感.､８０７（2005).Ｇ・

ゾペット「迷走するハンフォードの核廃棄物処

理」日経サイエンス26巻７号138頁以下、高榎

尭「核兵器汚染一原子力帝国の崩壊米・ソの

実態から」世界1991年１１月号111頁以下、田窪

雅文｢ハンフォード核施設の激しい汚染（上)－

原子力をめぐるもうひとつのアメリカ戦後史」

技術と人間18巻11号78頁以下、同「ハンフオー

ドの悲劇（下）－米核兵器施設の激しい汚染」

技術と人間18巻12号40頁以下。

この問題については、例えば、以下の文献を参

照のこと。MichaelBGerrard,Ｆｅａｒα"d

LoarAi"ｇｉ〃ｒﾉｌｅＳｊｒｉ"ｇｑ／Ｈｍｑｒｄｏｗｓａ"d

RcJdioqailﾉeWbsreFzJciﾉifies:ＡＣｍｑＰ”ﾉhe"sive 

A〃ｍＱｃﾉiroaMispe”eiyedCr耐is,６８ＴｂしL

REv､1047（19941 

42ｕｓ.Ｃ§§2011-2259（Westl994)． 

42ｕｓ.Ｃ・§2133（a)．

42ＵＳＣ.§2012（c)． 

LawrenceF1intぅＳﾉi4Zpi"ｇＭ４ｃ上ｑｒＷＵｓ妬ＰＣﾉｉｃｙ

ｑｊｊｈｅ〃"cjm”ｑ/庇｡と、/α"ｄＳｒｑ花Ｌａｗ,２８

B・CES;WLA汗.Ｌ､Ｒ塵v､163（2000)．

42Ｕ・SC.§§10101-10270.

42ｕｓ.C,§１０１３１(a）(4)． 

42ｕｓ.C､§10131(a）(4),(5)． 

SeeH,RRep・No.96-1156,ＰＬ１,at2５（1980)．

〃・ａｔ17-18．

〃・ａｔ37.

sec,ｅ､8.,ｓ､Rep・No.96-548,atll（1980);HR

Rep・No.96-1156,Pt､2,at２（1980)．

Ｈ､R・Rep､No.96-1156,pL3,atl3（1980)．
〃・ａｔｌ４

ＨＲ・Rep・No.97-491,ＰＬ１,ａｔ3０（1982).See

alsoH､ＲＲｅｐ､No.97-785,ＰＬ１,at4８（1982)． 

CommonWasteDisposal,NationalResearch 

CounciLTheDisposalofRadioactiveWasteon 

Land（1957)．特に、岩塩は、水が浸透できず、

たとえ裂け目が生じた場合にも、自動的に修復

する性質があることから、適切であるとされた。

Idat4 

0fliceofCivilianRadioactiveWasteM厚nL,Dep,t

ofEnergy,FinalEnvironmentallmpactState‐ 

mentfbraGeologicRepositoryfOrtheDisposal 

ofSpentNuclearFuelandHi9h.LevelRadio‐ 

activeWasteatYuccaMountain,NyeCounty， 
Nevada,１－９（2002)． 

〃・ａｔ５．１．

〃､ａｔ５．１．

３AssistantSecyfOrNuclearEnergy,Dep,tof 

Energy,FinalEnvimnmentallrYmactStatement： 

ManagementofCommerciallyGenelHtedRadiC 

activeWaste272（Octbl980)． 

６） 
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26）４２ｕｓ.Ｃ・§10131(b）（１）．

27）〃.§１０１９１(2)．

28）〃.§10132(b）（１）（A)．

29）〃.§10132(b）（１）（B),10101(21)．

30）皿.§10134(｡),10141(b）

31）ｌＯＣＦ.Ｒ§63.51(2002)． 

32）４２ＵＳＣ.§10141(a)． 

33）皿.§10131(b）(3)．

34）〃.§10134(a）(1)．

35）皿.§10134(a）（２）（A)．

36）当該候補地が存在している州の知事と議会、ま

たは、当該候補地が自らの居留地に存在してい

るインディアン部族の統治機関が不承認の通知

を提出できるのは、事前に、エネルギー省長官

と利益給付合意（BenefitsAgreement）を締結

していなかった場合に限られる。４２ｕｓ.Ｃ§

10173（a）(1)．この利益給付合意は、当該州ま

たはインディアン部族に対して、当該地下貯蔵

施設、または、モニターされる回収貯蔵施設

（MomtoredRetrievableStoragefacUity）が設置

される場合、使用済核燃料が受け入れる前後に

財政援助を行うというものである。４２ＵＳ.C､§

10173. 

37）４２ＵＳＣ.§10135（b)． 

38）42ｕｓ.Ｃ・§10135（c)．

39）UNITEDSTATESDEPARTMENTOFENER 

GY,ＨＩＳＴＯＲＹＯＦＴＨＥＣＩⅥＵＡＮＲＡＤＩＯＡＣ 

ＴⅣＥＷＡＳＴＥＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴＰＲＯＧＲＡＭ,ａｔ 

http://www・ymp､９０Ｖ/timeline/mdexhbn（last

visitedMay20,2002)． 

40）〃、

41）４２Ｕ､ｓ､Ｃ・§10132（b）（１）（Ｄ)；４２ｕｓ.C・§

10132（b）（１）（D）（i)－(vil 

42）〃、

43）〃．§10132（b）（１）（B)．

“）皿．§10132（a)．

45）ｈｆ 

４６）１ＯＣＦ.Ｒ・§960（2002)．

４７）NUCLEARWASTEPROJECTOFFICE,ＵＰ 

ＤＡＴＥＯＮＮＵＣＬＥＡＲＷＡＳＴＥＰＲＯＧＲＡＭ 

ＤＥＶELOPMENTS,ａｔhttp://www・statenv・us／

mucwaste/news/upd4-97ht（Apr､1997)． 

４８）４２ｕｓ.Ｃ・§10134（d)．

４９）MemorandumfmmRonaldReagan,Presidentof 

theUnitedStates,totheSecretaryofEnergy 

（Apr､30,1985)． 

５０）４２ＵＳＣ.§10107（b）(1)． 

５１）“§10107（b）(2)． 

52） 51F℃d､Regl9783qune2,1986)；ﾉVどwzdbv・

Herrj"８ｍ",８２７Ｅ2.1394,1397（９thCir、

1987） 

42Ｕ・Ｓｃ.§10172．

SeegelwYzﾉﾉy,NuclearWastePolicyAmend‐ 

mentsActofl987,Pub.ＬNo.100-203,titbVO 

subtiLA 

42US.Ｃ10133（b）（１）(A)(iv)． 

SeeUS･Dept・ofEnergyOfficeofCivilian

RadioactiveWasteManagement,SiteCharacterも
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